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１ 後期高齢者医療制度の運営 
 
 東京都内すべての区市町村で構成する『東京都後期高齢者医療広域連合』が

運営主体となる（高齢者の医療の確保に関する法律（以下「高確法」という。）

第４８条）。 
 
 
 

２ 東京都後期高齢者医療広域連合と北区の事務分担 
 
  広域連合が行うこと 

被保険者の認定や保険料率の決定、医療の給付など制度の運営を行う。 
・ 被保険者の認定 
・ 保険給付 
・ 保険料率の決定 
・ 保険料の賦課 
・ 健診事業の実施（区市町村へ委託） 

 
  北区が行うこと 

住所変更や給付申請などの届出窓口となる。また、保険証の引渡しや

保険料の徴収なども行う。 
・ 保険料の徴収・納付相談 
・ 保険証の引渡し 
・ 各種申請の受付 
・ 転入などの加入や資格喪失の届出の受付 
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３ 被保険者 

（１） 被保険者 
  東京都内に住所を有する者は、７５歳到達日より、東京都後期高齢者医療

広域連合の被保険者となる。ただし、生活保護受給者等は除く（高確法 第 
５０、５１、５２条）。 

また、６５歳以上７４歳以下で一定の障害があると広域連合が認定した者

も、後期高齢者医療制度の被保険者となる（高確法第５０、５２条）。 
ただし、外国人は、住民登録をしており、３月を超える在留資格があるこ

と等の加入要件がある。 

 

（２） 被保険者数 
    （３月３１日現在） 

年度 

被保険者数 障害 

認定者 

（再掲） 

住所地 

特例者 

※（再掲）  
３割負担 ２割負担 １割負担 

３０年度 44,144 4,517  39,627 170 452 

元年度 44,508 4,598  39,910 149 487 

２年度 44,267 4,458  39,809 154 503 

３年度 44,701 4,500  40,201 133 524 

４年度 45,889 4,834 9,368 31,687 113 532 

 
※被保険者が他の都道府県に転出しても、転出先が病院や特別養護老人ホーム等の介護

保険施設の場合、引き続き転出前の都道府県の広域連合の被保険者となる。病院や施

設の多い広域連合に財政負担が偏らないように設けられた制度。 
平成３０年３月３1 日までは、国民健康保険で住所地特例の適用を受けて従前の住所地

の国民健康保険の被保険者となっている者が、新たに後期高齢者医療制度に加入する

場合、住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となっていた。 

平成 30 年 4 月 1 日からは、引き続き国民健康保険での住所地特例を引き継ぐことに

なった。（高確法第 55 条の２）。 

 

令和４年１０月１日から２割負担が開始された。 
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４ 給付状況 

（１） 療養諸費                    
 一般Ⅰ 

（１割） 

一般Ⅱ 

（２割）(※) 

現役並み所得者 

（３割） 
合計金額（円） 

30 

年度 

現物 

給付 
35,577,428,568  3,020,723,225 38,598,151,793 

現金 

支給 
985,368,870  199,056,175 1,184,425,045 

医療 

給付費 
36,562,797,438  3,219,779,400 39,782,576,838 

元 

年度 

現物 

給付 
36,437,958,036  3,074,164,463 39,512,122,499 

現金 

支給 
1,023,758,183  212,045,456 1,235,803,639 

医療 

給付費 
37,461,716,219  3,286,206,919 40,747,926,138 

２ 

年度 

現物 

給付 
34,826,848,265  2,998,039,506 37,824,887,771 

現金 

支給 
929,447,943  155,339,146 1,084,787,089 

医療 

給付費 
35,756,296,208  3,153,378,652 38,909,674,860 

３ 

年度 

現物 

給付 
35,696,461,774  3,249,064,808 38,945,526,582 

現金 

支給 
959,653,112  144,795,219 1,104,448,331 

医療 

給付費 
36,656,114,886  3,393,860,027 40,049,974,913 

４ 

年度 

現物 

給付 
34,834,054,259 3,148,652,871 3,382,459,104 41,365,166,234 

現金 

支給 
896,776,164 50,974,724 141,763,099 1,089,513,987 

医療 

給付費 
35,730,830,423 3,199,627,595 3,524,222,203 42,454,680,221 

※一般Ⅱ（２割）は制度が開始された令和４年１０月診療分からの数値となっている。 
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（参考） 医療費の自己負担割合の判定方法（令和４年１０月から変更） 

 
※1  「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控

除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。 

※2  昭和 20 年 1 月 2 日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者については、課税

所得 145 万円以上であっても、「賦課のもととなる所得金額（総所得金額および山林所得

金額並びに株式・長期（短期）譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額を控

除した額）」の合計額が 210 万円以下であれば、現役並み所得者の対象外となり、「いない」

に進みます（申請不要）。 

※3  所得税法上の収入金額が以下の条件を満たす場合は、課税所得 145 万円以上であっても、

基準収入額適用申請により現役並み所得者の対象外となり、「いない」に進みます（要申請）。 

      ■被保険者が 1 人の場合 ⇒383 万円未満（世帯内に 70～74 歳の方がいる場合は、

その方との収入合計額が 520 万円未満） 

■被保険者が複数     ⇒収入合計額が 520 万円未満 

※4「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。 

※5「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を

差し引いた後の金額のことです。 
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※平成 30、令和２、4 年度に保険料改定 

※北区の一人当たり保険料（参考）は、各年度の本算定時における合計保険料額÷対象者数

で算出 

 

（２） 葬祭費 
 

葬祭費は、死亡した被保険者の葬儀を執行した者に対して支給する。 
（東京都北区後期高齢者医療葬祭費支給事務要綱） 

（東京都北区後期高齢者医療被保険者葬祭給付金支給要綱） 

 
○ 葬祭費支給状況 

単価  ７０，０００円 
 

 

  

909,545 919,050 
874,709 

902,535 936,156 

848,789 863,814 
820,677 

854,748 873,126 

79,584 80,622 82,893 82,769 90,440 

30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度

単位：円

一人当たり給付費（年間）

北区 東京都 北区の一人当たり保険料（参考）

年度 支給件数 支給金額（千円） 
３０年度 ２，４４５ １７１，１５０ 
元年度 ２，４６３ １７２，４１０ 
２年度 ２，４１４ １６８，９８０ 
３年度 ２，５１０ １７５，７００ 
４年度 ２，５８９ １８１，２３０ 
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５ 保険料 

（１）保険料の決め方 
  東京都における均一保険料（年額） 
  東京都の保険料（限度額６６万円※）＝ 均等割額 + 所得割額 
                ※令和４年度及び５年度の場合 

・均等割額 
年度 均等割額 

平成２０年度～２３年度 ３７，８００円 
平成２４年度及び２５年度 ４０，１００円 
平成２６年度及び２７年度 ４２，２００円 
平成２８年度及び２９年度 ４２，４００円 

平成３０年度及び令和元年度 ４３，３００円 
令和２年度及び３年度 ４４，１００円 
令和４年度及び５年度 ４６，４００円 

 
・所得割額 

所得割額は、「賦課のもととなる所得金額」×所得割率で算出する。 
年度 所得割率 

平成２０年度及び２１年度 ６．５６％ 
平成２２年度及び２３年度 ７．１８％ 
平成２４年度及び２５年度 ８．１９％ 
平成２６年度及び２７年度 ８．９８％ 
平成２８年度及び２９年度 ９．０７％ 
平成３０年度及び３１年度 ８．８０％ 

令和２年度及び３年度 ８．７２％ 
令和４年度及び５年度 ９．４９％ 

 
※「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並び

に株式・長期（短期）譲渡所得金額等の合計から、基礎控除額を控除した額を

いう。（ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない） 
 

※基礎控除額は、令和２年度までは３３万円、令和３年度以降は合計所得金額が

２，４００万円以下の場合は４３万円。 
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（２）保険料軽減措置 
① 均等割額の軽減 

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額 
等を合計した額」をもとに均等割額を軽減している。 

（令和４年度） 
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合 

４３万円＋（年金または給与所得者の合計数－１） 
×１０万円 以下  

７割 

４３万円＋（年金または給与所得者の合計数－１） 
×１０万円＋２８．５万円×（被保険者数）以下  

５割 

４３万円＋（年金または給与所得者の合計数－１） 
×１０万円＋５２万円×（被保険者数）以下  

２割 

※６５歳以上（１月１日時点）の方の公的年金等については、その所得からさらに 
高齢者特別控除１５万円を差し引いた額で判定する。 

 
 

② 所得割額の軽減（都広域連合の独自の軽減措置） 
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減 
する。 

（令和４年度） 
賦課のもととなる所得金額 軽減割合 

１５万円以下  ５０% 
２０万円以下  ２５% 

 
③ 被扶養者だった方の軽減 

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など

（国保・国保組合は除く）の被扶養者だった方の均等割額は、加入から

２年を経過する月まで５割軽減し、所得割額は賦課しない。 
※低所得による均等割額の軽減（上記①の表）に該当する場合は、軽減割合の高

いほうが優先される。 
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特別徴収

63.0%

口座振替

23.1%

納付書

13.9%

４年度 納付方法別割合

特別徴収

口座振替

納付書

（３）保険料の納付方法 
  保険料は、原則として介護保険料と同じ年金からの引き落としとなる（特別

徴収）。その年金額が年額１８万円未満の者や、介護保険料と後期高齢者医療

保険料の合算額が年金受給額の２分の１を超える者などは、納付書や口座振

替により納付する（普通徴収）。 
年金からの差し引き（特別徴収）は、被保険者からの申出により口座振替（普

通徴収）に変更できる。 
 
 

納付方法別人数               （最終納期時点） 

年度 特別徴収 普通徴収 
    

合計 
口座振替 納付書 

３０年度 32,090 13,966 8,502 5,464 46,056 

元年度 32,330 15,005 9,576 5,429 47,335 

２年度 31,790 15,383 9,883 5,500 47,173 

３年度 31,578 16,008 10,342 5,666 47,586 

４年度 30,960 18,159 11,358 6,801 49,119 
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（４）保険料収納状況 
後期高齢者医療保険料調定額及び収納額の状況        

   
３０年度 調定額(円) 収入済額(円) 不納欠損額(円) 還付未済額(円) 収入未済額(円) 収納率(％) 

現   年 3,546,195,300 3,508,341,100 62,600 11,065,100 48,856,700 98.62 

滞納繰越 63,944,600 27,436,200 14,433,900 232,500 22,307,000 42.54 

合   計 3,610,139,900 3,535,777,300 14,496,500 11,297,600 71,163,700 97.63 

 
元年度 調定額(円) 収入済額(円) 不納欠損額(円) 還付未済額(円) 収入未済額(円) 収納率(％) 

現   年 3,656,593,700 3,619,087,900 237,000 10,441,200 48,974,500 98.65 

滞納繰越 70,672,500 29,282,600 16,418,200 158,300 25,130,000 41.21 

合   計 3,727,266,200 3,648,370,500 16,655,200 10,599,500 74,104,500 97.56 

 
２年度 調定額(円) 収入済額(円) 不納欠損額(円) 還付未済額(円) 収入未済額(円) 収納率(％) 

現   年 3,752,130,900 3,705,393,400 267,900 13,137,300 46,469,600 98.75 

滞納繰越 73,188,900 26,767,100 18,834,800 98,800 27,587,000 36.57 

合   計 3,825,319,800 3,745,396,600 19,102,700 13,236,100 74,056,600 97.56 

 
３年度 調定額(円) 収入済額(円) 不納欠損額(円) 還付未済額(円) 収入未済額(円) 収納率(％) 

現   年 3,745,307,000 3,715,261,400 535,100 14,116,700 43,627,200 98.82 

滞納繰越 72,866,100 27,669,600 22,365,600 302,300 23,133,200 37.56 

合   計 3,818,173,100 3,742,931,000 22,900,700 14,419,000 66,760,400 97.65 

 
４年度 調定額(円) 収入済額(円) 不納欠損額(円) 還付未済額(円) 収入未済額(円) 収納率(％) 

現   年 4,210,778,800 4,163,410,200 7,500 14,049,800 61,410,900 98.54 

滞納繰越 66,599,800 29,293,400 16,850,300 276,600 20,732,700 43.57 

合   計 4,277,378,600 4,192,703,600 16,857,800 14,326,400 82,143,600 97.69 
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＊平成３０、令和２、４年度に保険料改定 
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（５）保険料の減免        

① 東京都後期高齢者医療広域連合条例第18条による減免（災害減免等） 

 

年 度 減額（円） 免除（円） 合計（円） 件数 

30 年度 0 648,000 648,000 8 

元年度 0 589,100 589,100 5 

２年度 0 577,600 577,600 4 

３年度 0 577,400 577,400 4 

４年度 0 764,300 764,300 7 

※令和５年３月３１日現在。 

 
②新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免 
 
令和３年度実績 

年 度 減免額（円） 件数 

２年度分 0 0 

３年度分 4,165,100 70 

※令和４年７月１３日現在。 

※減免の対象となる保険料は、令和２年度分及び令和３年度分の保険料で、令和３年４月１日から 

令和４年３月 31 日までの間に普通徴収の納期限（特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金 

給付の支払日。）が到来するもの。 

 

令和４年度実績 
年 度 減免額（円） 件数 

３年度分 0 0 

４年度分 1,476,６00 17 

※令和５年７月２０日現在。 

 ※減免の対象となる保険料は、令和３年度分及び令和４年度分の保険料で、令和４年４月１日から 

令和５年３月 31 日までの間に普通徴収の納期限（特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金 

給付の支払日。）が到来するもの。 
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後期高齢

者医療

保険料

43.1

%

使用料

及び

手数料

0.0%

繰入金

50.7%

繰越金

3.1%

諸収入

3.1%

総務費

1.4%

広域連合

納付金

90.3%

保健事業費

3.0%

葬祭費

1.9%

諸支出金

3.4%

６ 財政状況（令和４年度） 

 ＜歳入＞  
科   目 （円） 

後期高齢者医療保険料 ４，１９２，７０３，６００ 

使用料及び手数料 ９，９００ 

繰入金 ４，９３３，０６１，２９２ 

繰越金 ３０３，５７５，３０５ 

諸収入 ２９８，９５５，７９３ 

合   計 ９，７２８，３０５，８９０ 

   
 ＜歳出＞ 

歳入と歳出の差額、２３３，２６４，６８１円は翌年度繰越額となる。 
 

７ 後期高齢者健康診査 
保険者である東京都後期高齢者医療広域連合から委託を受け事業を行ってい

る。 
・長期入院者、施設入所者は施設の健診等で健康状態を把握できるため対象 

から除外される。 
 ・特定健診に準じた検査項目の健診を実施した（腹囲測定、眼底検査を除く）。 

年度 対象者数 受診者数 受診率 

３０年度 ４２,１９８人 ２３,１９５人 ５５.０％ 

元年度 ４２,５１６人 ２３,２３３人 ５４.６％ 

２年度 ４２,７３５人 ２１,１２２人 ４９.４％ 

３年度 ４５,４７６人 ２１,５７４人 ４７.４％ 

４年度 ４６,９６３人 ２２,５１９人 ４８.０％ 

科     目 （円） 
総務費 １３２，５０９，３６１ 

広域連合納付金 ８，５７６，６５３，９６８ 

保健事業費 ２８２，２００，９８３ 

葬祭費 １８１，５６８，３９２ 

諸支出金 ３２２，１０８，５０５ 

予備費 0 

合    計 ９，４９５，０４１，２０９ 
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８ 口腔機能維持向上健診 
保険者である東京都後期高齢者医療広域連合から補助を受け、平成３０年度

から行っている。 
・対象者は、７５・７７・７９・８０・８１・８３・８５歳 
 令和２年度から８３歳、８５歳も対象とした。 

 ・歯周病検査項目を基本として、口腔機能検査（咀嚼・飲み込み・口腔乾燥）

を実施。 
 ・４年度の実施期間は、令和４年６月１日から令和５年１月３１日。 
 

年度 対象者数 受診者数 受診率 

３０年度 16,985 人 2,882 人 17.0％ 

元年度 14,316 人 2,837 人 19.8％ 

２年度 20,453 人 3,825 人 18.7％ 

３年度 22,516 人 3,727 人 16.6％ 

４年度 23,667 人 3,929 人 16.6％ 
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９ 趣旨普及 
後期高齢者医療制度の円滑な運営を図るため、広域連合と連携し制度の趣旨

普及に努めた。 
 

区報（北区ニュース）掲載 
掲載号 掲  載  内  容 

４月 １日 ・令和４年度の保険料のお知らせ 

・保険料納入通知書及び納付書は７月中旬に郵送します 

４月１０日 ・令和３年度保険料の完納のお願い 

４月２０日 ・新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の適用期間延長 

６月２０日 ・高額療養費の支給 

・後期高齢者医療保険料のキャッシュレス決済の開始 

７月 １日 ・新型コロナウイルス感染症に係る収入減少等に伴う保険料減免 

・後期高齢者医療被保険者証の更新 

７月２０日 
・新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の適用期間延長 

・交通事故～治療を受けるときはご連絡ください～ 

・限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証発送 

８月 １日 ・口座振替のおすすめ 

８月２０日 ・後期高齢者の保険証が「１割」「２割」「３割」の３区分にな 

ります！ 

 ９月１０日 ・ワンストップ納付相談（9/25 分） 

 ９月２０日 ・キャッシュレス決済の拡大（利用できる電子マネーの追加） 

１０月 １日 ・１か月の自己負担限度額について 

１１月２０日 ・ワンストップ納付相談（12/4,11 分） 

１２月２０日 ・令和４年中の保険料の口座振替済のお知らせの発送 

１月２０日 
・新型コロナウイルス感染症傷病手当金の適用期間延長 

・医療費等通知書の発送 

・後期高齢者医療保険料は社会保険料控除の対象です 

２月２０日 ・高額介護合算療養費等支給申請書の発送 

・外来年間合算（高額療養費）制度の支給申請書の発送 

３月 １日 ・後期高齢者医療保険料の納め忘れはありませんか 

・ワンストップ納付相談（3/12 分） 

３月１０日 ・東京都後期高齢者医療広域連合運営会議の公募委員の募集 
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